
（令和 6 年 7 月 1 日） 

店舗名称変更のお知らせ 

新潟縣信用組合  

拝啓  時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび当組合「荒川町支店」は、永年ご愛顧いた

だいた店舗名称を７月１日（月）より「荒川支店」に変更いた

しました。また、おかげさまをもちまして新店舗建築工事が

完了し、７月８日（月）にリニューアルオープンいたします。 

これもひとえに皆々さまの日頃のご支援とお引き立ての

賜物と深く感謝申し上げます。明るく、新しい「けんしん荒川

支店」にどうぞご期待ください。今まで以上の「おもてなし」

をお届けしてまいります。 

今後も引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。    

敬具  

 

 

旧店名  新店名  

荒川町
あらかわまち

支店
し て ん

 荒川
あらかわ

支店
し て ん

 

※７月１日（月）より店舗名称を変更いたしました。 

※旧荒川町支店の通帳・証書等は引き続き、ご利用いただけます。   

※詳しくは、「お取引のご案内」をご覧ください。 

  
 

 



（令和 6 年 7 月 1 日） 

お 取  引  の ご 案  内  

☆ご預金の口座番号は変わりません。  

お取引いただいている各種ご預金の口座番号は変わりません。  

 

☆現在ご使用中の通帳・証書は引き続きご利用いただけます。  

お手持ちの「普通預金、総合口座、貯蓄預金、納税準備預金、定期預金、定期積

金」の通帳、「定期預金」の証書はそのまま引き続きご利用いただけます。  

 

☆現在ご使用いただいているカードは引き続きご利用いただけます。  

お手持ちのキャッシュカード・ローンカード等は、７月 1 日（月）以降も当組合本支

店や提携金融機関等で引き続きご利用いただけます。  

 

なお、荒川支店の ATM コーナーは新店舗開店に伴い、旧店舗での最終営業日の

７月５日（金）は、午後５：００で終了、７月６日（土）、７日（日）はご利用を休止します。

新店舗開店日の７月８日（月）は、午前９：００よりご利用いただけます。  

７月９日（火）以降は、通常通りのご利用時間となります。  

 

○ご利用にあたり以下の点にご留意ください。  

７月 1 日（月）以降も、ご利用明細表に印字される店番号「０１９」、カード表面の

店番号「０１９」に変更はございません。  

お取引は通常どおり正常に行われますのでご安心ください。  

新たに「荒川支店」発行のカードへの切り替えは不要です。  

 

☆公共料金等、自動引落としの変更手続きは不要です。  

当組合にて収納機関へ変更手続きをさせていただきます。なお、変更手続きが完

了するまでの間、収納機関からの領収書等に「荒川町支店」名が表示される場合が

あります。 

 

☆お振込の口座をご指定されているお客様へ  

７月 1 日（月）以降に「荒川町支店」で給与振込、その他振込をお受け取りのお客

様は、大変お手数ですが、お勤め先やお取引先等へお客様の該当店舗名変更の連

絡をお願い申し上げます。  

なお、７月 1 日（月）以降に「荒川町支店」宛のお振込があった場合は、令和 6 年  

１０月４日（金）までは当組合で読み替えを行い、お客様の口座に入金いたします。  

 



（令和 6 年 7 月 1 日） 

☆年金の自動受取りをご利用のお客様へ  

○国民年金、厚生年金の自動受取をご利用のお客様は、お手続きは不要です。当組

合にて変更手続きをさせていただきます。  

○国民年金、厚生年金以外の各種共済年金・各種基金・企業年金やその他私的年

金をお受け取りのお客様は、所定の手続きが必要な場合がございます。お手数で

もそれぞれの年金支払機関にご確認くださいますようお願い申し上げます。なお、

ご不明な点は窓口または営業担当にお問い合わせください。お手続きのお手伝い

をさせていただきます。  

 

☆当座預金ご利用のお客様へ  

交換呈示された手形・小切手は、７月 1日（月）以降も引続きお取引の口座から引

き落としさせていただきます。  

お客様がお持ちの「荒川町支店」発行の手形・小切手につきましても、引続きご使

用できます。 

 

☆融資・ローンご利用のお客様へ  

融資やローンのお取引に関する約定書類他一切の証書・届出書類は、引き続き使

用し、債務・担保の効力に変動はございません。  

 

 

その他ご不明な点等がございましたら、最寄りの当組合本支店窓口または営業担

当にお申し付けください。  

 


